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2022 年 3 月 10 日修正、追記 

 

●修正前 

【参考情報３ 「次亜塩素酸水」の空間噴霧について】 

「次亜塩素酸水」の空間噴霧で、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、メーカー

等が工夫を凝らして試験をしていますが、国際的に評価方法は確立されていません。 

安全面については、メーカーにおいて一定の動物実験などが行われているようです。ただ、消毒効果

を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは、推奨できません。空間噴霧は無人の時間帯に行うな

ど、人が吸入しないような注意が必要です。 

なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医薬部外品の承認が

必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。 

 

※ 本来「微酸性電解水（次亜塩素酸水）」は薬機法上の「消毒効果」を謳えない 

無人の時間帯、人が吸引しないよう注意が必要という文章が削除され有人空間でも 

噴霧が可能 

 

 

●修正後 

参考情報３ 「次亜塩素酸水」の空間噴霧について】 

「次亜塩素酸水」の空間噴霧で、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、メーカー

等が工夫を凝らして試験をしていますが、国際的に評価方法は確立されていません。 

安全面については、メーカーにおいて一定の動物実験などが行われているようです。ただ、消毒剤

や、その他ウイルスの量を減少させる物質を空間噴霧して使用することは、眼や皮膚への付着や吸入

による健康影響のおそれがあることから推奨していません。各製品が健康影響のおそれがあるものか

どうかについては、各製品の安全性情報や使用上の注意事項等を確認いただき、消費者に御判断いた

だくものと考えております。個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守

って適切に使用することを妨げるものではありません。 

なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医薬部外品の承認が

必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。 

   修正後追記箇所 

 

※「微酸性電解水（次亜塩素酸水）」は消毒剤ではない。 

各製品の安全性情報や使用上の注意事項等を確認いただき、消費者に御判断いただくも

のと考えております。個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等

を守って適切に使用することができる。 
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